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○現状と課題 

 平成１７年度末の下水道処理人口普及率は約７割に達していますが、下水道計画区

域にありながら、未だに下水道整備がなされていないいわゆる未普及人口が約２４０

０万人にも上ります。 

 下水道が普及しなければ、生活排水の垂れ流しにより、蚊やハエの発生、悪臭などに

よる劣悪な生活環境の中で日常生活を送らなければならなくなるとともに、河川、湖沼、

海などの公共用水域の水質改善が進まず、水道水の異臭味や赤潮、青潮の発生、水

産業への影響などの社会経済損失を解消することができません。 

 未普及人口を抱える地方公共団体の中には、人口減少等の社会情勢の変化の影響

を被っているところや厳しい財政事情に置かれているところがあり、このような状況の

下、今後いかに早急かつ効率的に未普及地域を解消していくかが重要な課題となって

います。 

○下水道未普及解消クイックプロジェクトとは 

 人口減少等の社会情勢の変化も踏まえた下水道計画の見直しを行うとともに、コスト

縮減・事業期間短縮を目的とした新たな整備手法（計画・設計・施工手法）への見直し

や集落排水・浄化槽等関連事業との連携強化により事業を効率化し、下水道未普及地

域を早急かつ効率的に解消するものです。 

○新たな整備手法のアイデア及びモデル市町村の募集（概要は別紙を、要項等の詳細は

国土交通省下水道部ホームページ(http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/）を参照下さい） 

 国土交通省と独立行政法人土木研究所では、新たな整備手法検討の一環として、そ

のアイデアとその実証をして頂くためのモデル市町村を募集します（募集期間は１０月  

６日まで）。 

 提案された整備手法につきましては、モデル市町村における実証も含めた評価を行

い、効果の大きいものについては早急に全国展開を図ることとします。 

 

問い合わせ先 ：国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課 課長補佐 本田 康秀 
03-5253-8111（内線34242）、03-5253-8430（夜間直通） 

下下水水道道未未普普及及解解消消ククイイッッククププロロジジェェククトトをを発発足足  

～～新新たたなな整整備備手手法法をを提提案案ししてて頂頂くくととととももにに、、そそのの実実証証ののたためめののモモデデルル市市町町村村をを募募集集ししまますす～～ 



(別紙)新たな整備手法のアイデア及びモデル市町村の募集の概要

○当該募集を通じた新たな整備手法の構築のイメージ

○提案いただくにあたってのポイント

・人口減少等の社会情勢の変化に柔軟に対応できるもの

（例）耐用年数の短い簡易な施設、転用可能な施設

・コスト縮減・事業期間短縮につながるもの

（例）地域の条件によっては活用可能な安価な材料や施工技術、

安価な維持管理を可能とする新たな技術

○募集スケジュール

・応募受付開始 ：平成１８年９月１３日

・応募受付締切 ：平成１８年１０月６日（消印有効）

・モデル市町村選考・発表：平成１８年１０月中予定

○その他詳細につきましては、国土交通省下水道部ホームページ

を参照下さい（http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/）

既存のマニュアル等にとらわれない、新たな考え方に基づく整備手法を開発

新たな整備手法のアイデアの募集

認定整備手法を用いた計画・設計・施工

・モデル市町村は、検討対象となる地域内の計画、
管きょ又は下水処理場について、認定整備手法
に沿って設計を行い、工事を実施

整備手法の評価

・設計が終了した段階または工事が完了し供用さ
れた段階において、国交省、土研、モデル市町
村が共同で、委員会の意見を聴いた上で評価を
実施

・従来の計画・設計・施工の手法を見直し、新たな
手法を用いて、下水道未普及の早期解消に向け
て積極的に事業を実施しようという意欲を有する
市町村からアイデアを募集

整備手法の認定及びモデル市町村の選定

・提案された整備手法について、下水道未普及解消検討
委員会（仮称）の意見を聴いた上で、国交省及び土研が
検討対象とする新たな整備手法として認定

・認定整備手法を実際の事業に試行的に導入し、その評
価を実施する市町村をモデル市町村として選定

－ 新たな整備手法の例 －

・耐用年数の短い簡易な施設
・転用可能な施設
・地域の条件によっては活用可能な安価な
材料や施工技術

・安価な維持管理を可能とする新たな技術

実効性や効果が見込まれるもので、
評価を要しないと判断されるものにつ
いては、速やかに実整備に適用。
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